
近年、気候変動に伴い、災害の頻発化・激甚化の傾向が懸念
されています。沖縄地方は最盛期の台風の通り道にあり、暴風
雨、高潮、浸水、土砂災害など大きな被害をもたらす可能性が
あるため、風水害への事前の備えが重要となります。
要配慮者利⽤施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」

及び「土砂災害防止法」が平成29年6月に改正され、被災のお
それのある地域では、要配慮者利⽤施設等の管理者等による
「避難確保計画」の作成と、訓練の実施が義務となりました。

避難確保計画の作成について
～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

県内の災害事例（写真上︓中城村、下︓那覇市）

①計画の目的

②計画の報告

③計画の適⽤範囲

＜避難確保計画の主な内容＞
避難確保計画の作成目的と訓練への活⽤、必要に応じて⾒直し
を⾏うこと等について記載します。

計画を新たに作成した場合、または、⾒直し・修正をした場合に
町⻑へ報告することについて記載します。

誰が避難確保計画の適⽤対象となるのか、また施設の状況ついて
記載します。

例えば、浸水想定区域内に施設が
所在している場合、警戒レベル３
「⾼齢者等避難」が発令されたタ
イミングで、要配慮者の避難誘導
を開始するよう記載します。

④防災体制

⑤情報収集・伝達

⑥避難誘導

⑦避難の確保を図る
ための施設の整備

⑧防災教育・訓練
の取組

⑨施設周辺の
避難地図

大雨が予測されるときは、テレビやラジオ、スマートフォン等の
情報機器を使⽤し、気象情報や避難情報を集め、職員（施設状況
に応じ利⽤者にも）に共有してください。

避難場所や移動距離、移動⼿段、避難に要する時間を記載します。

情報収集や避難誘導に使⽤する資機材について、保管状況を把握
し、適切に管理するよう努めます。

年１回以上の訓練の実施を避難確保計画
に記載します。

避難先としている場所までの経路図を作成します。
ハザードマップを確認のうえ、実際に道を歩き（移動し）でき
るだけ安全な経路を検討してください。

対象となる災害別に、避難⾏動の
判断時期や活動内容、対応者つい
て記載します。




